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西日本エリア

東日本エリア

事業計画
策定

① ＣＣＵＳ等登録促進事業
② ＣＣＵＳ等登録手続支援事業
③ 就業履歴蓄積促進事業

建設事業主団体になるには？
どこまで助成されるの？
どんなメリットがあるの？

ＣＣＵＳ認定アドバイザーが
団体要件や助成対象などの
相談に電話で対応

等々…

建設事業者の団体
建設事業主団体

社労士による申請書類作成など

● ＣＣＵＳ助成金活用相談窓口 「ＣＣＵＳ助成金活用について」とお話しください

厚労省の団体向け「ＣＣＵＳ助成金」 活用相談窓口の設置について

 厚生労働省の人材確保等支援助成金「建設キャリアアップシステム等普及促進コース」（以下「ＣＣ
ＵＳ助成金」という。）の活用を電話でサポートする、「ＣＣＵＳ助成金活用相談窓口」を新たに開設。

 相談窓口は、「ＣＣＵＳ助成金」に関する様々な質問に、無料で電話対応します。
 社会保険労務士・ＣＣＵＳ登録行政書士と連携している窓口です。 助成対象事業計画策定・実施
を進めることも可能です。（その場合は社会保険労務士・行政書士と別途契約）

ＣＣＵＳ助成金活用相談窓口
ＣＣＵＳ助成金

社会保険労務士
行政書士に連携

助成対象事業
実施決定

労
働
局
へ
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請

電話は、平日の 9：00～12：00 13：00～17：00 にお願いします。
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